
「恵みのゆえに」 

                             箇所：エペソ 2章 8～9節 

エペソ 2章 8～9節に教えられている通り、霊的な救いは次のように人に与えられ

ます。 

1. 救いは神様の恵みのゆえに与えられる賜物です。（8節） 

 

• ローマ 5章 12～15節 

 

• 使徒の働き 15章 11節 

 

2. それで、人は自分の行いによってではなく、主イエス・キリストだけに信仰を

置くことによって救われます。（8～9節） 

 

• Ⅱテモテ 1章 9節 

 

• テトス 3章 5節 

 

• マタイ 19章 16～26節 

 


